
日南市公害防止条例で届出が必要な特定建設作業 

別表第２（第３条、第 11 条関係） 

 

１ くい打機（もんけんを除く。）くい抜機又はくい打くい抜機を使用する作業

（くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。） 

 

２ びょう打機を使用する作業 

 

３ さく岩機を使用する作業（作業地点が連続的に移動する作業にあっては、１

日における当該作業に係る２地点間の最大距離が 50 メートルを超えない作業

に限る。） 

 

４ 空気圧縮機（電動機以外の原動機を用いるものであってその原動機の定格出

力が 15 キロワツト以上のものに限る。）を使用する作業（さく岩機の動力と

して使用する作業を除く。） 

 

５ コンクリートプラント（混練機の混練容量が 0.45 立方メートル以上のもの

に限る。）又はアスフアルトプラント（混練機の混練重量が 200 キログラム以

上のものに限る。）を設けて行う作業（モルタルを製造するためにコンクリー

トプラントを設けて行う作業を除く。） 

 

６ コンクリートカツターを使用する作業（作業地点が連続的に移動する作業に

あっては、１日における当該作業に係る２地点間の最大距離が 50 メートルを

超えない作業に限る。） 

 

７ 電動工具を使用するはつり作業及びコンクリート仕上作業 

 

８ 鉄球を使用する解体作業 

 


